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上院に、知財保護の不十分な外国政府に保護強化を求めるための法案が上程される 
～優先監視国に制裁措置付で一定の知財保護レベル確保を義務付け～ 
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 ボウカス上院財務委員長（民、モンタナ）は 10 日、ハッチ同委員（共、ユタ）との連名で、

知財保護の不十分な外国政府に保護強化を求める法案「International Intellectual 
Property Protection and Enforcement Act of 2008」（S.3464）1を提出した。 
 
 同法案は、世界における米国知財の窃盗（theft）を減らすための法制であるとして、主

に 1974 年米国通商法 182 条2を改正しようとするもの。同規定に基づき、米国通商執

行代表部（USTR）は、知的財産権保護が不十分な国や公正かつ公平な市場アクセスを

認めない国をスペシャル 301 条報告において特定しているが3、同法案は、当該報告に

おいて優先監視国（Priority Watch List）に指定された国に対し、適切かつ効果的な知財

保護の取組を求め、不十分な場合には制裁措置の発動を可能とするもの。 

                                                

 
 具体的には、USTR は優先監視国に対し、適切かつ効果的な知財保護を確保するた

めに必要とする法制や組織、執行等の水準（Benchmarks）を含む行動計画（Action 
Plan）を作成し、1 年以内に当該国がその水準に至っていないと大統領が判断する場合、

当該国に対し制裁措置を取ることを可能としている。現行のスペシャル 301 条は優先国

（Priority Foreign Country）のみを制裁措置の対象国としていたが、今般の法案は、優

先監視国にまで対象を広げ、制裁措置というカードをちらつかせることによって当該国で

の知財保護の取組をこれまで以上に強制しようとする意図であり、制裁措置には、当該

国からの政府調達の停止や海外民間投資公社・米国輸出入銀行等による新規融資の

停止、一般特恵関税制度により与えられる優遇措置の停止等がある。 
  
 また、一方的な要請だけでなく、対象となる開発途上国が水準に達するために必要な

能力構築（キャパビル）や知財意識啓発活動、知財執行担当政府職員の研修などの支

援を USTR が行えるように予算措置を行うとともに、商業的に重要な関係のある国の大

使館に 2 年以内に知財アタッシェを配置することも併せて規定している。 
 

 
1 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:s3464: 法案内容はこちらを参照 
2 http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode19/usc_sec_19_00002242----000-.html 
3 080427【米国IP情報】USTR が 2008 年スペシャル 301 条報告書を公表 参照。なお、2008.年スペシャル

301 条報告書にて優先監視国に特定された国は、中国、ロシア、アルゼンチン、チリ、インド、イスラエル、

パキスタン、タイ、ベネズエラの 9 カ国。 
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 同法案のプレスリリース4において、ボウカス委員長は「我々はアイデアに「Made in 
America」の印はつけられないが、議会は海外での米国知財を保護するためにできるこ

とがもっとある。（略）米国製映画や米国デザイン製品、その他の米国の創意工夫から得

られた果実を、他国が何の対策もせずに繰返し窃盗することをもはや続けさせるわけに

はいかない。ボウカス・ハッチ法案は、他国にこの問題と全面的に戦うことを強く求めるこ

とにより、米国知財の窃盗を真に止めさせる。侵害が続く場合、同法案は、大統領に断

固たる措置を取る道を与える。（略）本法案は海外での米国知財を保護し、国内（here at 
home）での職も保護する。」と述べている。また、ハッチ同委員は、「この画期的な法案は、

海外での米国知財保護の戦いにおける重要な橋の役割をするもの。海外での海賊版や

模倣品流通の増加の中、米国民の知財が外国で適法に尊重されることを確保するため

に必要なツールを最前線での活動に提供することが極めて重要である。」としている。 
 
 なお、現時点で今後の議会での審議スケジュールは決まっていないが、米国内では、

下院に法案が提出されていないことや実質的に残された会期から判断すると、今会期で

本法案が議会を通過する見込みは薄いとの解説を加える一部報道がある。 
 

（了） 

 
4 http://hatch.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressReleases.Detail&PressRelease_id=4c9e06b4-

1b78-be3e-e075-b6dc0a8537f1 
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